
令 和 ２ 年
３月13日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
医
務
保
険
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
監
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
指
定
施
業
要
件
の
変
更
（
阿
武
町
）
（
森
林
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

周
南
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

周
南
都
市
計
画
火
葬
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

七
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

一
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「

」
を

准
看
護
師
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は

不
正
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

か
ど
う
か
並
び
に
犯
罪
又
は
不
正
の

行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
年
月
日
及
び
内
容

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
。

１
あ
る
。

２
な
い
。

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

た
年
月
日

年
月

日

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
の
内
容

「

」
に
改
め
、

准
看
護
師
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は

不
正
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

か
ど
う
か
並
び
に
犯
罪
又
は
不
正
の

行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
年
月
日
及
び
内
容

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
。

１
あ
る
。

２
な
い
。

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

た
年
月
日

年
月

日

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
の
内
容

旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無
１
有
（
旧
姓
：

）
２
無

同
様
式
の
添
付
書
類
⚑
中
「又

は
抄
本

」
を
「若

し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳

法
第
⚗
条
第
⚕
号
に
掲
げ
る
事
項
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
30条

の
45に

規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚓
中
「及
び
「
犯
罪
又

は
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
。
」
欄

」
を
「、

「
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
。
」
欄
及
び
「
旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無
」
欄

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

「

」
を

変
更

年
月

日
年

月
日

「

」
に
改
め
、

変
更

年
月

日
年

月
日

旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
：

）
２
無

同
様
式
の
添
付
書
類
⚑
中
「抄

本

」
を
「抄
本
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
住
民
基

本
台
帳
法
第
30条

の
45に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
住
民
票
の
写
し
及
び
申
請
の
事
由
を
証
す
る

書
類
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「「

変
更
事
項
」
欄

」
を
「「

変
更
事
項
」
欄
及
び
「
旧
姓
併
記

の
希
望
の
有
無
」
欄

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「は
り
付
け
欄

」
を
「貼

付
け
欄

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
⚑
中
「住

民
票
の
写
し

」
を
「戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
⚗
条
第

⚕
号
に
掲
げ
る
事
項
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
30条

の
45に

規
定
す
る
国

籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
号

建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
設
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
口
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
」
を
削
る
。

附

則

二
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こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
七
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
三
七
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
八
の
一
部
、
四
五
五
五
の
四
〇
の
一

部
、
四
五
五
五
の
四
三
の
一
部
、
四
五
五
五
の
四
五
の
一
部
及
び
四
五
五
五
の
四
六
の
一
部
並
び
に

同
市
臨
海
町
六
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

な
ご
み
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植

松
五
五
九
の
一

な
ご
み
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植

松
五
五
九
の
一

居
宅
療

養
管
理

指
導

令
和
元
、
一
一
、

一

山
口
県
告
示
第
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

な
ご
み
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植

松
五
五
九
の
一

な
ご
み
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

防
府
市
大
字
植

松
五
五
九
の
一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

令
和
元
、
一
一
、

一

山
口
県
告
示
第
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
字
穴
田
七
九
一
の
一
、
字
猪
ノ
木
ケ
谷
八
六
〇
か
ら
八
六
二
ま
で
、
八

六
四
、
一
〇
四
二
五
の
三
、
一
〇
四
二
五
の
四
、
一
〇
四
二
五
の
六
、
一
〇
四
二
五
の
九
、
一
〇
四

二
五
の
一
〇
、
一
〇
四
二
五
の
一
六
か
ら
一
〇
四
二
五
の
二
三
ま
で
、
一
〇
四
二
八
、
一
〇
四
二

九
、
一
〇
四
三
〇
の
一
、
一
〇
四
三
〇
の
二
、
一
一
四
五
五
、
字
藪
ノ
上
一
〇
四
二
〇
の
一
、
一
〇

四
二
一
、
字
汁
汲
一
〇
四
三
八
、
大
字
奈
古
字
遠
岳
一
〇
一
四
〇
、
一
〇
一
四
〇
の
一
、
一
〇
一
四

〇
の
五
、
一
〇
一
四
〇
の
一
三
五
、
一
〇
一
四
〇
の
一
三
七
、
一
〇
一
四
一
の
一
〇
、
一
〇
一
四
一

三
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の
一
八
か
ら
一
〇
一
四
一
の
九
六
ま
で
、
一
〇
一
四
二
の
三
、
一
〇
一
四
二
の
四
、
一
〇
一
四
二
の

一
一
か
ら
一
〇
一
四
二
の
一
三
ま
で
、
大
字
福
田
下
字
笹
ケ
垰
一
〇
五
〇
〇
、
字
上
ケ
迫
一
〇
五
〇

二
、
一
〇
五
〇
三
、
一
一
九
五
六
、
字
岡
一
〇
六
五
三
の
三
、
字
奥
ノ
原
一
一
〇
八
二
の
二
一
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
阿
武
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
阿
武

町
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

岩
国
大
竹
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

岩
国
市
柱
野
字
と
り
こ
え
一
〇
〇
一
八
の

一
地
先
か
ら

同
市
御
庄
字
踊
原
二
一
一
七
の
一
地
先
ま

で

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

一
六
・
六

二
〇
六
九
・
五

新

四
・
〇

最
狭

及
び

一
〇
・
〇

一
六
・
六

二
〇
六
九
・
五
及
び

一
六
八
六
・
〇
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
広

及
び

七
〇
・
五

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

宇
部
船
木
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

山
陽
小
野
田
市
大
字
有
帆
字
下
壱
町
田
一

二
四
八
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
七
日
町
一
五
七

三
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―

新

最
狭

一
四
・
二

最
広

八
四
・
〇

四
七
〇
・
〇

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

長
門
秋
芳
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

長
門
市
深
川
湯
本
字
大
河
内
三
三
七
九
の

一
地
先
か
ら

同
市
渋
木
字
坂
水
二
〇
二
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

四
・
一

最
広

二
三
・
〇
三
、
四
三
四
・
五

長
門
市
深
川
湯
本
字
大
河
内
三
三
七
九
の

一
地
先
か
ら

同
市
渋
木
字
西
岩
瀬
戸
一
〇
九
七
三
の
八

地
先
ま
で

及
び
長
門
市
渋
木
字
西
岩
瀬
戸
一
〇
九
七
三
の

八
地
先
か
ら

同
市
渋
木
字
坂
水
二
〇
二
の
一
地
先
ま
で

新

四
・
一

最
狭

及
び

七
・
〇

二
三
・
〇

最
広

及
び

九
八
・
一

三
、
〇
四
八
・
〇
及
び

三
、
〇
四
八
・
五
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
狭

一
一
・
九

最
広

五
四
・
〇

三
八
一
・
四

山
口
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

岩
国
大
竹
線

岩
国
市
御
庄
字
柳
ケ
浴
口
二
五
六
四
の
一
地
先
か
ら

同
市
御
庄
字
踊
原
二
一
一
七
の
一
地
先
ま
で

令
和
二
年
三
月
二
十

二
日

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

長
門
秋
芳
線

長
門
市
渋
木
字
西
岩
瀬
戸
一
〇
九
七
三
の
八
地
先
か
ら

同
市
渋
木
字
坂
水
二
〇
二
の
一
地
先
ま
で

令
和
二
年
三
月
十
四

日

山
口
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

次
に
掲
げ
る
路
線
の
区
間
の
道
路
の
区
域

路
線
名

区

間

一
般
国
道

一
八
七
号

岩
国
市
杭
名
字
こ
つ
一
九
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
錦
町
大
野
字
傍
示
ケ
垰
九
二
一
の
一
地
先
ま
で

一
般
国
道

一
九
一
号

下
関
市
豊
北
町
大
字
北
宇
賀
字
箕
ノ
腰
一
一
四
二
〇
の
一
地
先
か
ら

長
門
市
西
深
川
字
四
ノ
椎
ノ
木
道
租
一
〇
五
八
七
の
一
地
先
ま
で

一
般
国
道

二
六
二
号

萩
市
大
字
土
原
字
土
原
一
七
九
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
椿
字
立
川
二
四
三
〇
の
四
地
先
ま
で

萩
市
大
字
明
木
字
小
津
原
三
六
九
一
の
四
地
先
か
ら

山
口
市
宮
野
上
字
張
付
場
九
六
八
の
一
地
先
ま
で

山
口
市
桜
畑
五
丁
目
二
〇
八
六
の
四
八
地
先
か
ら

防
府
市
大
字
高
井
字
秋
丸
二
八
六
の
一
地
先
ま
で

一
般
国
道

三
一
五
号

周
南
市
大
字
徳
山
字
三
田
川
五
八
一
一
の
六
地
先
か
ら

萩
市
大
字
須
佐
字
津
田
一
〇
四
七
四
の
九
地
先
ま
で

一
般
国
道

三
一
六
号

長
門
市
東
深
川
字
幸
介
一
九
二
二
の
一
地
先
か
ら

山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
字
一
里
ケ
浴
三
四
九
地
先
ま
で

一
般
国
道

三
七
六
号

山
口
市
宮
野
上
字
下
田
一
八
三
八
の
一
地
先
か
ら

周
南
市
大
字
長
穂
字
国
木
一
八
一
四
の
一
地
先
ま
で

周
南
市
大
字
須
々
万
本
郷
字
田
中
二
二
七
一
の
二
地
先
か
ら

岩
国
市
周
東
町
下
須
通
字
垰
四
二
〇
の
七
地
先
ま
で

一
般
国
道

四
三
五
号

山
口
市
吉
敷
中
東
四
丁
目
三
〇
七
一
の
二
地
先
か
ら

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
山
下
二
九
一
七
の
九
地
先
ま
で

一
般
国
道

四
三
七
号

岩
国
市
玖
珂
町
字
下
岩
崎
一
一
三
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
玖
珂
町
字
丸
山
八
九
五
の
七
地
先
ま
で

一
般
国
道

四
八
九
号

周
南
市
大
字
富
田
字
生
々
迫
二
三
五
七
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
米
光
字
近
旨
二
九
の
一
地
先
ま
で

山
口
市
徳
地
堀
字
沖
田
一
六
二
四
の
一
地
先
か
ら

同
市
徳
地
堀
字
中
泓
二
二
五
七
の
一
地
先
ま
で

一
般
国
道

四
九
〇
号

宇
部
市
常
盤
町
二
丁
目
七
の
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
瓜
生
野
字
松
原
六
八
八
の
一
地
先
ま
で

宇
部
市
大
字
車
地
字
山
崎
三
九
の
一
三
地
先
か
ら

美
祢
市
美
東
町
綾
木
字
梅
ケ
坪
七
七
三
の
一
地
先
ま
で

美
祢
市
美
東
町
赤
字
中
野
一
七
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
美
東
町
絵
堂
字
山
崎
一
四
六
七
の
二
地
先
ま
で

一
般
国
道

四
九
一
号

下
関
市
長
府
才
川
一
丁
目
六
五
六
の
一
地
先
か
ら

同
市
小
月
本
町
二
丁
目
一
四
七
〇
の
一
地
先
ま
で

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
岡
枝
字
勘
定
七
六
三
の
四
地
先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
折
口
七
六
八
の
一
地
先
ま
で

県

道

新
南
陽
津
和

野
線

周
南
市
政
所
二
丁
目
一
四
三
一
の
一
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
下
上
字
土
井
九
三
四
の
一
地
先
ま
で

県

道

山
口
宇
部
線

宇
部
市
大
字
東
岐
波
字
高
山
七
二
二
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
西
岐
波
字
大
沢
四
五
七
三
の
三
地
先
ま
で

県

道

柳
井
周
東
線

柳
井
市
柳
井
字
海
田
四
七
〇
九
の
五
地
先
か
ら

同
市
柳
井
字
鰐
淵
五
四
七
〇
の
一
地
先
ま
で

県

道

岩
国
玖
珂
線

岩
国
市
今
津
町
六
丁
目
一
三
五
地
先
か
ら

同
市
錦
見
三
丁
目
一
五
四
の
一
地
先
ま
で

岩
国
市
牛
野
谷
町
三
丁
目
八
四
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
玖
珂
町
字
丈
六

九
六
五
の
三
五
地
先
ま
で

県

道

光
柳
井
線

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
波
野
字
塩
坪
二
一
六
一
の
七
地
先
か
ら

柳
井
市
南
町
三
丁
目
七
の
一
二
地
先
ま
で

五
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県

道

宇
部
防
府
線

山
口
市
佐
山
字
武
弘
四
〇
二
五
の
一
地
先
か
ら

同
市
秋
穂
二
島
字
西
縁
四
九
四
三
の
一
地
先
ま
で

山
口
市
秋
穂
東
字
久
保
二

一
二
七
四
の
一
地
先
か
ら

防
府
市
大
字
台
道
字
沖
ノ
下
五
二
二
九
の
一
地
先
ま
で

県

道

小
郡
三
隅
線

美
祢
市
美
東
町
綾
木
字
院
内
二
六
五
三
の
一
三
地
先
か
ら

同
市
美
東
町
大
田
字
市
安
五
三
六
五
の
一
地
先
ま
で

美
祢
市
美
東
町
赤
字
堂
ノ
前
一
二
一
の
一
地
先
か
ら

長
門
市
三
隅
上
字
楮
ノ
本
三
一
九
一
の
八
地
先
ま
で

県

道

萩
秋
芳
線

萩
市
大
字
椿
字
河
尻
二
二
八
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
明
木
字
小
津
原
三
六
九
一
の
四
地
先
ま
で

萩
市
大
字
明
木
字
味
能
二
五
七
三
の
一
地
先
か
ら

美
祢
市
美
東
町
絵
堂
字
三
本
松
一
五
〇
八
の
一
地
先
ま
で

県

道

下
関
美
祢
線

下
関
市
小
月
西
の
台
一
五
一
八
の
一
地
先
か
ら

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
山
下
二
九
二
四
の
五
地
先
ま
で

県

道

下
関
長
門
線

下
関
市
一
の
宮
卸
本
町
二
〇
五
七
の
八
地
先
か
ら

同
市
菊
川
町
大
字
楢
崎
字
折
口
七
六
八
の
一
地
先
ま
で

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
岡
枝
字
勘
定
更
三
〇
六
九
地
先
か
ら

長
門
市
俵
山
字
柏
木
三
〇
五
の
三
地
先
ま
で

県

道

徳
山
港
線

周
南
市
住
崎
町
一
四
四
地
先
か
ら

同
市
辻
町
六
一
地
先
ま
で

県

道

徳
山
停
車
場

線

周
南
市
代
々
木
通
一
丁
目
一
三
地
先
か
ら

同
市
桜
馬
場
通
一
丁
目
四
地
先
ま
で

県

道

仙
崎
港
線

長
門
市
東
深
川
字
一
ノ
坪
一
九
二
六
の
一
地
先
か
ら

同
市
東
深
川
字
藍
ケ
坪
一
三
三
四
の
一
地
先
ま
で

県

道

下
関
港
線

下
関
市
南
部
町
九
の
一
地
先
か
ら

同
市
椋
野
町
二
丁
目
二
〇
三
〇
の
八
地
先
ま
で

県

道

防
府
環
状
線

防
府
市
大
字
富
海
字
西
梶
谷
一
八
八
八
の
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
台
道
字
森
ノ
下
四
八
三
三
の
一
地
先
ま
で

県

道

下
松
田
布
施

線

周
南
市
大
字
大
河
内
字
堀
越
二
二
三
〇
の
一
地
先
か
ら

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
波
野
字
塩
坪
二
一
六
三
の
一
地
先
ま
で

県

道

柳
井
玖
珂
線

柳
井
市
古
開
作
字
中
東
條
六
五
八
の
一
地
先
か
ら

同
市
柳
井
字
大
立
田
四
七
〇
九
の
一
地
先
ま
で

柳
井
市
柳
井
字
鰐
淵
五
四
七
〇
の
一
地
先
か
ら

岩
国
市
玖
珂
町
字
下
岩
崎
一
〇
八
〇
の
六
地
先
ま
で

県

道

小
野
田
山
陽

線

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
二
丁
目
一
五
一
三
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
郡
字
一
里
ケ
浴
三
四
九
地
先
ま
で

県

道

岩
国
錦
帯
橋

空
港
線

岩
国
市
旭
町
一
丁
目
七
〇
二
の
六
地
先
か
ら

同
市
昭
和
町
三
丁
目
二
二
二
五
の
一
地
先
ま
で

県

道

藤
生
停
車
場

錦
帯
橋
線

岩
国
市
南
岩
国
町
五
丁
目
一
一
二
の
一
地
先
か
ら

同
市
藤
生
町
三
丁
目
一
〇
一
一
八
の
三
六
地
先
ま
で

県

道

粭
島
櫛
ケ
浜

停
車
場
線

周
南
市
大
字
栗
屋
字
開
作
南
八
〇
六
の
三
地
先
か
ら

同
市
大
字
久
米
字
院
内
三
九
七
三
の
一
地
先
ま
で

県

道

山
口
秋
穂
線

山
口
市
鋳
銭
司
字
大
歳
三
七
六
一
の
一
地
先
か
ら

同
市
秋
穂
二
島
字
大
河
内
山
内
右
遠
下
山
壱
六
三
一
の
一
地
先
ま
で

県

道

厳
島
早
間
田

線

山
口
市
大
手
町
二
一
〇
〇
の
七
地
先
か
ら

同
市
中
河
原
町
九
の
一
地
先
ま
で

県

道

き
ら
ら
浜
沖

の
原
線

山
口
市
阿
知
須
字
遠
石
五
〇
九
の
五
〇
地
先
か
ら

同
市
阿
知
須
字
丸
沢
四
九
〇
五
の
一
地
先
ま
で

県

道

宇
部
空
港
線

宇
部
市
岬
町
三
丁
目
一
一
五
二
の
二
地
先
か
ら

同
市
亀
浦
三
丁
目
四
五
六
六
の
一
地
先
ま
で

県

道

安
岡
港
長
府

線

下
関
市
横
野
町
一
丁
目
一
一
三
三
の
一
地
先
か
ら

同
市
長
府
三
島
町
一
三
四
八
の
一
〇
地
先
ま
で

県

道

下
関
停
車
場

線

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
三
〇
の
一
一
地
先
か
ら

同
市

同
町
四
丁
目
五
〇
二
地
先
ま
で

県

道

大
海
秋
穂
二

島
線

山
口
市
秋
穂
東
字
久
保
二

一
二
七
四
の
一
地
先
か
ら

同
市
秋
穂
二
島
字
東
沖
四
九
七
四
の
五
地
先
ま
で

県

道

下
松
新
南
陽

線

下
松
市
望
町
一
丁
目
六
三
の
一
地
先
か
ら

周
南
市
桜
馬
場
通
三
丁
目
一
三
地
先
ま
で

周
南
市
代
々
木
通
一
丁
目
一
三
地
先
か
ら

同
市
若
山
二
丁
目
一
七
一
三
の
二
地
先
ま
で

県

道

妻
崎
開
作
小

野
田
線

山
陽
小
野
田
市
中
央
一
丁
目
五
九
九
一
の
一
地
先
か
ら

同
市
高
栄
三
丁
目
六
三
六
四
の
一
地
先
ま
で

県

道

徳
山
下
松
線

周
南
市
横
浜
町
八
の
二
地
先
か
ら

同
市
大
字
久
米
字
院
内
三
九
七
三
の
一
地
先
ま
で

周
南
市
大
字
栗
屋
字
開
作
南
八
〇
〇
の
一
地
先
か
ら

下
松
市
大
字
東
豊
井
字
乗
越
二
〇
五
の
五
地
先
ま
で

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

㈠

占
用
の
制
限
の
開
始
の
日
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の

㈡

新
た
に
地
上
に
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
道
路
の
敷
地
外

に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
日

令
和
二
年
四
月
一
日
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山
口
県
告
示
第
八
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
道
路

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
宇
部
土
木
建
築
事
務
所
美
祢
支
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

起

点

終

点

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

市
道
吉
則
下
三
号
線

（
仮
称
）

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

字
吉
則
二
九
六
四
の

一
地
先

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

字
山
下
一
一
一
八
九

の
一

九
・
三～二
〇
・
四

一
九
四
・
八
令
和
二
、
二
、
二
六

公

告

（
四
五
）
周
南
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
松
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
南
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
下
水
道
下
松
市
公
共
下
水
道

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
四
六
）
周
南
都
市
計
画
火
葬
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
松
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
南
都
市
計
画
火
葬
場
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
火
葬
場
周
南
地
区
衛
生
施
設
組
合
新
斎
場

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
三
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業

所
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、
「
を
営
む
郵
便
局
（
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
」
を
「
の
業
務
を
行
う
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
賃
金
」
を
削
り
、
「
「
給
与
等
」
と
総
称
す

る
」
を
「
単
に
「
給
与
」
と
い
う
」
に
、
「
本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
、
「
当
該
給
与
等
」
を
「
当
該

給
与
」
に
、
「
給
与
等
支
出
調
書
」
を
「
給
与
支
出
調
書
」
に
改
め
、
同
項
の
表
及
び
同
条
第
三
項
中

「
給
与
等
」
を
「
給
与
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
給
与
等
」
を
「
給
与
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
給
与
等
支
出
調
書
」

を
「
給
与
支
出
調
書
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一

七
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項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三

条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」

を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

別
表
の
電
気
事
業
勘
定
科
目
表
費
用
勘
定
の
部
費
用
の
表
及
び
工
業
用
水
道
事
業
勘
定
科
目
表
費
用

勘
定
の
部
費
用
の
表
中
「賃

金
臨
時
職
員
及
び
人
夫
の
賃
金

」
及
び

「賃
金

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
三
月
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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